
食品表示法(衛生事項) の (2) 添加物表示について説明します。
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新たなポイントは、添加物表示免除規定についてです。

食品表示基準が令和７年３月28日に改正され、栄養強化目的で使用した添加物に
係る表示免除規定が削除されました。

スライド番号５、スライド番号10にて説明していますのでご確認ください。
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ここでは、添加物の表示について具体的に説明します。
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添加物は、食品衛生法第４条第２項に規定されており、

食品添加物は、保存料、甘味料、着色料、香料など、食品の製造過程または食品の
加工・保存の目的で使用されるものと定義されています。
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食品に添加物を使用した場合や使用した原材料に添加物が含まれている場合は、
添加物に占める重量の割合の高いものから順に、原則、当該添加物の物質名を表
示します。

添加物の表示方法は、①品名、簡略名又は類別名表示、②用途名表示、③一括名
表示、④表示免除の規定があります。

なお、添加物は一括表示欄で、事項欄を設けるか、原材料名の欄に原材料名と明確
に区分して表示します。
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添加物表示の例外について説明します。

基本的には物質名で表示しますが、添加物名を表記しなくても、乳化剤、膨脹剤などは
一括名表示ができるものがあります。

これは、複数の組合せで効果を発揮することが多く、個々の成分まで全てを表示する必
要性が低いと考えられる添加物や、食品中にも常在する成分であるため、一括名で表
示しても、表示の目的を達成できるために認められているものが、こちらの例示にあるも
のです。

一括表示可能な添加物の範囲は、平成27年３月30日付け消食表第139号消費者庁
次長通知「食品表示基準について」別添「食品表示基準について」の別添 添加物１－
４に示されていますのでご確認ください。

次に、用途名併記について説明します。

こちらは赤字で例示しています。一括名表示はできるものになりますが、ここは、間違え
がとても多いところなので注意が必要です。消費者の関心が高い添加物について、使
用目的や効果を表示することで、消費者の理解を得やすいと考えられるものは用途名
を併記します。

例えば、甘味料でサッカリンナトリウムを使用した場合、甘味料（サッカリンNa）と表示
する。また、保存料としてソルビン酸を使用した場合は、保存料（ソルビン酸）と表示する
ことになります。

また加工助剤やキャリーオーバーについては表示が免除されています。
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令和７年３月28日の食品表示基準改正で、栄養強化を目的として使用する添加物
についての免除規定が削除され、栄養強化目的で使用する添加物については表示
が必要となりましたので、注意が必要です。
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食品に添加物を使用した場合や使用した原材料に添加物が含まれている場合は、添
加物に占める重量の割合の高いものから順に、原則、当該添加物の物質名を表示しま
す。

使用した添加物は物質名表示が原則ですが、一部の添加物は、添加物の品名（名称
又は品名）、簡略名又は類別名のいずれかで表示することができます。

例えば、Lーアスコルビン酸カルシウムは、「アスコルビン酸Ca」や「ビタミンC」や「V.C
」と表記できます。
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用途名表示について説明します。

表の８種の用途で使用される添加物は、その用途名と物質名を併記した表示が必要
です。

しかし、添加物表示中に色の文字を含む場合、用途名を省略することができるため、
赤色102号とだけ表示することもできます。

また、増粘の文字を含む場合も用途名を省略することができます。

さらに、令和２年７月16日に「食品表示基準について（平成27年３月30日消食表第
139号）」が一部改正され、赤字で記載しているように「合成甘味料」、「人工甘味料
」、「合成着色料」、「合成保存料」の用語が削除されました。
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一括表示名について説明します。

食品表示基準別表第７に揚げる14種は、一括名の定義（目的）及び添加物の範囲に
該当する場合に限り、物質名を表示する代わりに、一括名表示をすることができます。

一括表示可能な添加物の範囲は、平成27年３月30日付け消食表第139号消費者庁
次長通知「食品表示基準について」別添「食品表示基準について」の別添 添加物１
－４に示されていますのでご確認ください。
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添加物の表示として、３つの表示例について説明します。

今までは原材料の後ろに添加物を表示していましたが、添加物の事項欄を設けるか
、原材料名の欄にスラッシュ又は改行で原材料名と明確に区分して表示する必要が
あります。
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加工助剤、キャリーオーバーの目的で使用される添加物は、添加物表示が免除されます
。

まず、加工助剤について説明します。

食品の加工の際に添加されるもので次の3つに該当する場合は、表示が免除されます。

1：食品の完成前に除去されるもの

2：最終的に食品に通常含まれる成分と同じになり、かつ、その成分量を増加させるもの
ではないもの
3：最終的に食品中にごくわずかな量しか存在せず、その食品に影響を及ぼさないもの

続いて、キャリーオーバーについて説明します。

食品の原材料の製造又は加工の過程で使用され、その食品の製造過程では使用され
ないもので、最終食品に効果を発揮することができる量より明らかに少ない場合は、表
示が免除されます。

※添加物を含む原材料が原型のまま存在する場合や、着色料、甘味料等のように、添加
物の効果が視覚、味覚等の五感に感知できる場合は、キャリーオーバーにはなりません。

また、添加物の表示を省略した場合でも、当該添加物に由来する特定原材料について
のアレルゲン表示は必要になりますので、注意が必要です。

令和７年４月に食品表示基準が一部改正され

これまで規定されていた、栄養強化目的で使用した食品添加物に係る表示免除の規程
が削除されました。

これに伴い、栄養強化目的で使用された食品添加物については表示が求められること
になります。



なお、本制度については経過措置期間が設定されており、決められた期間（令和12
年３月31日）までは、一般用加工食品及び業務用加工食品において

改正前の食品表示基準による表示が認められます。
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不使用表示について説明します。

「食品添加物は一切使用していません」、「無添加」などと食品添加物が不使用である
旨の表示については、消費者に誤認等を与えないように留意して表示する必要があり
ます。

・ 通常同種の製品が一般的に添加物が使用されることがないものである場合、添加
物を使用していない旨の表示をすることは適切ではない。

・ 加工助剤やキャリーオーバー等で表示が不要であっても添加物を使用している場合
には、添加物を使用していない旨の表示をすることはできない。

・ 「無添加」とだけ表示することは、何を加えていないかが不明確なので、具体的に表
示することが望ましい。

食品表示Ｑ＆Ａにおいて、記載が網羅的でなく、あいまいな内容もあり、説明が尽くされ
ていないという状況を踏まえ、食品表示事項に規定された表示禁止事項にあたるか否
かの基準となる本ガイドラインが新たに策定されました。

本ガイドラインが令和４年３月30日に発出されてから、令和６年３月末までは表示の見
直し期間とされていましたが、現在は見直し期間は終了しています。
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食品添加物の不使用表示に関するガイドラインでは、容器包装における表示を作成す
る当たり、注意すべき食品添加物の不使用表示を10の類型に分けています。

類型の説明と例示について表に示しました。

なお、表に示した例示以外の表示でも、不使用表示については類型に該当する可能
性がありますので、注意が必要です。

類型１：単なる「無添加」の表示

無添加となる対象が不明確な、単に「無添加」とだけ記載した表示をいいます。

何を添加していないのかが不明確であるため、消費者に内容物を誤認させるおそれ
があります。

類型２：食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示

無添加あるいは不使用と共に、食品表示基準において規定されていない用語を用い
る表示をいいます。

化学的合成品と天然物に差を設けず、原則として全て表示することとしていますが、人
工、合成、化学等の用語と共に「不使用」、「無添加」を用いると、

実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがあります。

類型３：食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示

法令上、当該食品添加物の使用が認められていない食品への「無添加」あるいは「
不使用」の表示をいいます。

実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがあります。
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類型４：同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示

「〇〇無添加」、「〇〇不使用」と表示しながら、〇〇と同一機能、類似機能を有する他
の食品添加物を使用している食品への表示をいいます。

実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがあります。

類型５：同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示

「〇〇無添加」、「〇〇不使用」と表示しながら、〇〇と同一機能、類似機能を有する原
材料を使用している食品への表示をいいます。

食品添加物を使用した商品よりも優良又は有利であると誤認させるおそれがあります
。

不使用表示と共に同一機能、類似機能を有する原材料について明示しない場合は、消
費者に内容物を誤認させるおそれがあります。
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類型６：健康、安全と関連付ける表示

「無添加」あるいは「不使用」を健康や安全の用語と関連付けている表示をいいます。

実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがあります。

類型７：健康、安全以外と関連付ける表示

「無添加」あるいは「不使用」を健康や安全以外の用語（おいしさ、賞味期限及び消
費期限、食品添加物の用途等）と関連付けている表示をいいます。

実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがあります。

類型８：食品添加物の使用が予期されていない食品への表示

消費者が、通常、当該食品添加物が使用されていることを予期していない食品への「
無添加」あるいは「不使用」の表示をいいます。

実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがあります。
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類型９：加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている（又は使用されていないこと
が確認できない）食品への表示

加工助剤、キャリーオーバーとして食品添加物が使用されている（又は使用されてい
ないことが確認できない）食品への「無添加」あるいは「不使用」の表示をいいます。

類型10：過度に強調された表示

「無添加」あるいは「不使用」の文字等が過度に強調されている表示をいいます。

一括表示欄における表示と比較して過度に強調されたフォント、大きさ、色、用語など
を用いることが、消費者が一括表示を見る妨げとなり、表示上の特定の食品添加物
だけでなく、その他の食品添加物を全く使用していないという印象を与える場合、内容
物を誤認させるおそれがあります。
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